
中京大学の産官学連携

本学の研究者と連携相
手先（企業・国・地方自治
体等）とが、同一の研究
テーマを分担して共同で
実施する形態

● 様々な分野における国内外の研究動向等の情報の収集と提供
● 知的財産の管理と活用
● 産官学連携におけるリスクマネジメント及び啓発活動

その他

企業及び国・地方公共団体等との連携を推進することにより、
中京大学の教育・研究で得られた成果をもって社会に貢献していく。

研究成果による社会貢献

中 京 大 学
研究推進部研究支援課

〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL 052-835-8068　FAX 052-835-8042

liaison@ml.chukyo-u.ac.jpE-mail

https://ssl.chukyo-u.ac.jp/contact/form/liaison/問合せフォーム

問 合 せ 先

共同研究

本学の研究者が連携相
手先からの委託を受けて
研究を実施し、その研究
成果を報告する形態

受託研究

学術研究の奨励を目的と
して大学が受け入れる寄
付金制度
※研究分野等を指定することが
　可能

奨学寄付金

　中京大学は、教育・研究に並ぶ大学の基本使命である社会との連携の推進にあたり、産官学に
おける交流の核となり、大学に集積された知的財産・研究シーズを活用した連携活動による学術の
涵養、社会生活・文化の向上、産業の振興への寄与を目的とした「中京大学産官学連携ポリシー」
のもと、以下を実現していきます。
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地域社会との交流・連携を強化し、中京大学の知的財産や研究シーズを
活用することに努め、生活・文化の向上と産業の振興に貢献していく。

地域連携による産業・文化への貢献2

産官学等とのグローバルな連携を推進することにより、
中京大学の教育・研究を強化し、産業の国際競争力向上に貢献していく。

グローバル化の推進による教育・研究の強化と産業への貢献3

産官学等との連携活動を通じて、
社会の発展に貢献できる人材を育成していく。

人材育成4

産官学等との連携により得られた知的財産を社会に還元し、
知的創造サイクルを円滑に機能させていく。

知的創造サイクルの形成と活性化5

高い透明性と公平性をもって産官学等との連携活動を行い、
社会への説明責任を果たしていく。

コンプライアンスとアカウンタビリティー6

成果報告・知財創出 研究活動の成果の報告、研究活動の過程で創出される
知的財産の取扱いの調整

研究実施 本学研究担当者による研究の実施
（共同研究の場合は連携相手先との共同実施）

契約締結 連携種別に応じた契約内容の合意と締結

面談・調整 課題解決の可能性を探るための面談と連携種別等の調整

マッチング 連携相手先が抱える課題に関連する研究分野の
研究者をマッチング

相談 連携相手先が抱える課題のヒアリングと連携可能性の相談

産官学連携の推進体制

産官学連携活動の流れと研究推進部の役割

産官学連携に伴うリスクマネジメント

　知的財産の取得・育成・管理・活用は大
学の社会貢献の一つであり、基本的な役
割です。中京大学では「中京大学知的財産
ポリシ－」を定め、産官学等の連携活動か
ら得られた成果を新たな研究の源泉とし
た知的創造サイクルを円滑に機能させ、グ
ローバルな視点で知的財産を効果的に創
出、保護、管理及び活用するための基本的
な考え方を示し、知的財産の創出と活用を
積極的に推進するという方針を打ち出して
います。

　社会との連携・共存を図りながら社会貢献を果たしていくことは、教育・研究とならぶ大学の使
命です。大学の研究者が産官学連携活動を行う上で、連携相手先との間に経済的な利益関係が発
生することも少なくありません。大学における利益相反とは、研究活動において連携相手先との関
係で有する利益や責務と、大学における責任や義務（教育・研究）とが衝突する状況が生じている
（ように見える）状況をいい、以下の３つが含まれます。

　中京大学に所属する研究者が利益
相反の問題に適切に対処して、業務を
公正かつ効率的に実行できる環境を
整備することにより、産官学等の連
携を含む社会貢献を積極的に推進
し、社会からの信頼を保持すること
を目的として、本学では利益相反マネ
ジメントを実施しています。

　大学は、研究者が自ら創出した研究成果のみならず、産官学連携活動を通じて連携相手先から
提供を受けた研究情報等を保有しています。秘密として保持すべきもの（秘密情報）については、
一度でも漏えいすればその情報の資産としての価値は失われ、回復は困難となります。

　中京大学では、共同研究等において、連携相手先が安心して知見を提供でき、研究者がベストな
成果を出せるよう、規程を定め、秘密情報管理を行っています。
　規程や契約書で、研究者が実施すべき内容を明記し、研究開始前から研究実施後まで、秘密情
報を適切に取扱い、情報の漏えいなどがないよう努めています。
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責任

個人としての利益相反：個人が得る利益⇔大学における責任（教育・研究）1

大学としての利益相反：大学組織が得る利益⇔大学の社会的責任2

責 務 相 反：個人の対外的職務遂行責任⇔大学における職務遂行責任3

情　報

● 大学独自の研究に関する秘密情報
（例）
・ 特許出願前の実験データや研究成果
・ 公開前の論文、ラボノート等

● 受託研究等において、企業等から提供を
 受けた学外の秘密情報

（例）
・ 研究データ、研究開発情報
・ ソースコード等

秘密
情報

学内情報

学外情報

● 秘密として管理する必要がない情報
・ 企業等より開示を受けたとき、すでに自己が保有していたことを証明できる情報
・ 企業等からより開示を受けたとき、既に公知となっている情報
・ 企業等より開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
・ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
・ 書面により事前に相手方から第三者への開示等の同意を得た情報
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